
8月 （葉月） August

金融機関や医薬品、玩具メーカーの大型合併等の経営統合が続
いていますが、独占禁止法では、事業支配力の過度の集中を防止
するため、一定の取引分野における競争を実質的に制限すること
となる合併を規制しています。市場シェアなどを基に、公正取引
委員会が、事前に統合計画を審査しています。

国　税 / 7月分源泉所得税の納付

8月10日

国　税 / 6月決算法人の確定申告

（法人税・消費税等）8月31日

国　税 / 12月決算法人の中間申告

8月31日

国　税 / 9月、12月、3月決算法人

の消費税等の中間申告

（年3回の場合） 8月31日

国　税 / 個人事業者の消費税等の中

間申告 8月31日

地方税 / 個人事業税第1期分の納付

都道府県の条例で定める日

地方税 / 個人住民税第2期分の納付

市町村の条例で定める日

労　務 / 労働保険料第2期分の納付

8月31日

（労働保険事務組合委託の場合は

9月14日）
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夕日の滝

ワンポイント

8月の税務と労務

経営統合と独占禁止法



１
　
住
宅
税
制

住
宅
税
制
が
一
部
緩
和
さ
れ
た

よ
う
で
す
が
、
具
体
的
に
教
え
て

下
さ
い
。

い
わ
ゆ
る
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
や
、
特

定
の
居
住
用
財
産
の
買
換
え
特
例
な
ど

に
お
け
る
既
存
住
宅
の
築
後
年
数
要
件

が
緩
和
さ
れ
、
一
定
の
耐
震
基
準
に
適

合
し
た
住
宅
で
あ
れ
ば
、
築
後
年
数
に

関
係
な
く
対
象
に
加
え
ら
れ
る
こ
と
と

な
り
ま
す
。
ポ
イ
ン
ト
は
次
の
と
お
り

で
す
。

a

改
正
の
趣
旨

住
宅
を
幅
広
い
選
択
肢
の
中
か
ら
選

べ
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
価
格
も

安
い
良
質
な
中
古
住
宅
の
流
通
を
促
進

し
て
い
く
必
要
が
あ
り
、
耐
震
基
準
を

条
件
に
、
若
年
層
の
子
育
て
世
代
の
持

家
ニ
ー
ズ
に
も
応
え
よ
う
と
い
う
も
の

で
す
。

s

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

平
成
十
七
年
四
月
一
日
以
後
は
、
地

震
に
対
す
る
安
全
上
必
要
な
構
造
方
法

に
関
す
る
技
術
的
基
準
又
は
こ
れ
に
準

ず
る
も
の
（
以
下
「
新
耐
震
基
準
」
と

い
い
ま
す
）
に
適
合
す
る
一
定
の
既
存

住
宅
で
あ
れ
ば
、
築
後
経
過
年
数
に
関

係
な
く
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
が
認
め
ら
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

【
新
耐
震
基
準
】

新
耐
震
基
準
は
昭
和
五
十
六
年
六

月
に
施
行
さ
れ
た
も
の
で
、
あ
る
一

定
震
度
の
地
震
で
も
、
倒
壊
し
な
い

強
度
が
施
さ
れ
て
い
る
建
物
な
ど
が

基
準
に
該
当
し
ま
す
。

昭
和
五
十
六
年
六
月
以
後
に
建
築
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平
成
十
七
年
度
税
制
改
正
で
見
直

さ
れ
た
住
宅
税
制
と
金
融
・
証
券
税

制
を
以
下
Ｑ
＆
Ａ
方
式
で
整
理
し
て

み
ま
す
。

図表１　平成17年分の住宅ローン控除 

・控除期間………………………10年 

・住宅借入金等の年末残高……4,000万円以下の部分 

・適用年、控除率
 1年目から8年目まで……1％ 

 9年目および10年目……0.5％ 

床面積50m2以上 

既存住宅は、築20年以内 

（耐火建築物は築25年以内） 

 

工事費用が100万円を超える大規模修繕等 

その年の合計所得金額が3,000万円以下 

賦払期間、償還期間が10年以上の一定の要件を満たすもの 

床面積50m2以上 

既存住宅は、築20年以内 

（耐火建築物は築25年以内） 

または、一定の耐震基準を 

満たす住宅 

｛ 

項目 

取得日 

特別税額控 
除額 

適用対象とな 
る家屋 

増改築要件 

所得金額要件 

借入金等の 
要件 

17年1月1日～17年3月31日 17年4月1日～17年12月31日 

（平成17年中に居住） 

こう変わった
住宅税制

金融・証券税制
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確
認
が
行
わ
れ
た
も
の
は
、
新
耐
震

基
準
を
満
た
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ

以
前
の
も
の
は
建
築
士
な
ど
が
発
行

す
る
証
明
書
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

特
に
昭
和
五
十
六
年
六
月
前
に
建

築
さ
れ
た
中
古
住
宅
を
取
得
す
る
場

合
に
は
、
新
耐
震
基
準
に
よ
る
工
事

や
補
修
が
行
わ
れ
て
お
り
、
か
つ
、

専
門
家
の
発
行
す
る
証
明
書
が
あ
る

か
ど
う
か
の
確
認
が
必
要
に
な
り
ま

す
。

な
お
、
中
古
住
宅
を
購
入
し
た
後
に

新
耐
震
基
準
を
満
た
す
工
事
や
補
修
を

行
っ
て
も
、
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
の
対
象

と
な
ら
な
い
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

平
成
十
七
年
分
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の

要
件
等
は
、
図
表
１
の
よ
う
に
な
り
ま

す
。

d

特
定
の
居
住
用
財
産
の
買
換
え
及

び
交
換
の
場
合
の
長
期
譲
渡
所
得
の

課
税
の
特
例

平
成
十
七
年
一
月
一
日
以
後
に
マ
イ

ホ
ー
ム
の
譲
渡
を
し
、
四
月
一
日
以
後

に
買
い
換
え
と
な
る
マ
イ
ホ
ー
ム
の
取

得
を
す
る
場
合
に
新
耐
震
基
準
が
適
用

さ
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
三
月
三
十

一
日
ま
で
に
取
得
し
た
も
の
に
つ
い
て

は
従
来
の
取
扱
い
（
築
後
年
数
基
準
）

を
用
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

２
　
金
融
・
証
券
税
制

金
融
・
証
券
税
制
は
ど
の
よ
う

に
変
化
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

a

タ
ン
ス
株
の
特
定
口
座
へ
の
受
入

れ
再
開

い
わ
ゆ
る
タ
ン
ス
株
の
特
定
口
座
へ

の
受
入
れ
は
、
平
成
十
六
年
十
二
月
三

十
一
日
で
期
限
到
来
に
よ
り
、
廃
止
さ

れ
ま
し
た
が
、
今
回
の
改
正
で
改
め
て

平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
二
十
一
年

五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
タ
ン
ス
株

を
特
定
口
座
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
認

め
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
背
景
に
は
、
平
成
二
十
一
年
に

株
券
制
度
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る

よ
う
で
す
。

注
意
す
べ
き
点
は
、
こ
れ
ま
で
の
制

度
で
は
、
特
定
口
座
へ
の
預
入
時
の
取

得
価
額
は
、
①
実
際
の
取
得
価
額
、
②

取
得
日
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
は
取
得

日
の
市
場
終
値
、
③
み
な
し
取
得
価
額

（
平
成
十
三
年
十
月
一
日
終
値
の
八

〇
％
）、
の
三
通
り
か
ら
選
択
し
、
特
定

口
座
に
預
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
が
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
以
後
の

新
制
度
で
は
、
原
則
と
し
て
取
得
価
額

不
明
の
株
式
に
つ
い
て
は
、
預
入
れ
が

認
め
ら
れ
な
い
こ
と
と
な
り
ま
す
。

s

特
定
口
座
管
理
株
式
の
無
価
値
化

に
よ
る
み
な
し
譲
渡
損

従
来
は
、
特
定
口
座
内
に
あ
る
上
場

株
式
等
が
、
倒
産
等
に
よ
っ
て
上
場
が

廃
止
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
損
失
を

他
の
株
式
の
譲
渡
益
か
ら
控
除
す
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

今
回
の
改
正
で
は
、
平
成
十
七
年
四

月
一
日
以
後
に
上
場
株
式
等
に
該
当
し

な
い
こ
と
と
な
っ
た
株
式
を
「
特
定
管

理
口
座
」
に
移
管
す
れ
ば
、
清
算
結
了

等
で
無
価
値
化
し
た
場
合
に
譲
渡
損
失

と
認
定
し
て
損
益
通
算
が
可
能
と
な
り

ま
す
。

d

先
物
取
引
に
か
か
る
雑
所
得
等
の

課
税
の
特
例

先
物
取
引
に
か
か
る
雑
所
得
等
の
課

税
の
特
例
と
は
、
総
合
課
税
に
代
え
て

他
の
所
得
と
区
分
し
て
所
得
税
一
五
％
、

住
民
税
五
％
の
計
二
〇
％
の
税
率
で
申

告
分
離
課
税
さ
れ
る
制
度
で
す
。

こ
の
分
離
課
税
の
対
象
に
、
平
成
十

七
年
七
月
一
日
か
ら
、
金
融
先
物
取
引

に
よ
る
所
得
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

A Q

図表２　個人金融資産の残高 

個人金融資産 
1385.4兆円 預貯金 

742.6兆円 
53.6％ 

保険・年金 
395.7兆円 
28.6％ 

（備考）日本銀行「資金循環統計」より作成。 

平成15年6月末日 

その他 
135.1兆円 
9.8％ 

上場株式等 
59.8兆円 
4.3％ 

投資信託 
29.9兆円 
2.2％ 債権 

22.2兆円 
1.6％ 

（内訳） 
流動性預金 190.5兆円 （13.8％） 
定期性預金 547.0兆円 （39.5％） 
譲渡性預金 0.1兆円 （0.0％） 
外貨預金 5.1兆円 （0.4％） 

うち対外証券投資 
8.2兆円　0.6％ 
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商
品
券
、
ビ
ー
ル
券
、
図
書
券
等
（
物

品
切
手
等
と
い
い
ま
す
）
の
譲
渡
は
、
消

費
税
法
上
非
課
税
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
テ
レ
ホ
ン
カ
ー
ド
、
パ
ス
ネ
ッ

ト
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー

ド
も
こ
の
物
品
切
手
等
に
該
当
し
ま
す
の

で
、
こ
れ
ら
の
譲
渡
も
非
課
税
と
な
り
ま

す
。た

と
え
ば
、
事
業
者
が
、
広
告
宣
伝
、

謝
礼
等
の
目
的
で
こ
れ
ら
の
物
品
切
手
等

を
購
入
し
、
支
給
し
た
場
合
、
こ
の
物
品

切
手
等
を
購
入
し
た
支
出
は
、
消
費
税
法

上
非
課
税
仕
入
れ
と
し
て
取
扱
い
ま
す
の

で
、
仕
入
税
額
控
除
の
対
象
と
す
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
物
品
切
手
等
の
う
ち
、

そ
の
事
業
者
が
自
己
の
引
換
・
給
付
を
受

け
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
購
入
に
係

る
支
出
は
課
税
仕
入
れ
と
し
て
取
扱
い
、

仕
入
税
額
控
除
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

企
業
が
、
デ
パ
ー
ト
等
に
商
品
を
納

入
し
て
い
る
場
合
、
そ
の
デ
パ
ー
ト
の

売
場
に
、
い
わ
ゆ
る
マ
ネ
キ
ン
と
呼
ば

れ
る
職
業
紹
介
所
か
ら
紹
介
を
受
け
て

販
売
店
員
を
派
遣
す
る
こ
と
が
よ
く
あ

り
ま
す
。

こ
の
場
合
、
職
業
紹
介
所
は
、
企
業

の
要
望
に
応
じ
て
職
業
を
紹
介
す
る
も

の
で
あ
り
、
人
材
派
遣
の
よ
う
に
自
己

が
雇
用
す
る
使
用
人
を
派
遣
す
る
も
の

と
は
異
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
紹
介

を
受
け
た
企
業
が
、
マ
ネ
キ
ン
を
直
接

雇
用
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
紹
介
を
受
け
た
企
業

が
マ
ネ
キ
ン
に
支
払
う
対
価
は
、
給
与

に
該
当
し
ま
す
。

ま
た
、
職
業
紹
介
所
を
通
じ
て
給
与

を
支
払
う
こ
と
と
し
て
い
る
場
合
で
あ

っ
て
も
、
そ
の
マ
ネ
キ
ン
個
人
に
直
接

支
払
う
べ
き
も
の
を
単
に
事
務
手
続
の

都
合
で
職
業
紹
介
所
を
介
し
て
い
る
に

す
ぎ
ま
せ
ん
の
で
、
そ
の
紹
介
を
受
け

た
企
業
に
源
泉
徴
収
義
務
が
あ
る
こ
と

と
な
り
ま
す
。

商
品
券
・
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
の
消
費
税
の
取
扱
い

マ
ネ
キ
ン
に
支
払
う
対
価

暑中のご挨拶
暑中お見舞い申し上げます。

個人情報保護法が４月からスタートしています。民間事業者だけでなく国や地方自治

体も対象となりますので、この影響を受けて、これまで役所で閲覧等できた個人に関す

る情報が閲覧できない、あるいは一定期間だけしか閲覧できないといったことも起こっ

ています。

厚生年金保険料が９月から引き上げられます。昨年成立した改正年金法により、昨年

から毎年保険料率が0.354 ％引き上げられ、平成29年９月以降は18.30 ％（本人負担9.15％）

で固定される予定です。今年はすでに３月に介護保険料率が、４月には雇用保険料率が

引き上げられており、企業にとっては負担が増加するばかりです。

この春注目を集めたライブドアの堀江社長は、講演会で、企業にとって一番大切なも

のは「信用」と発言しています。堀江社長が事業を起こした学生時代は、先ず、友人を

介して徐々に信用を積み重ね、それにつれ事業も拡大していったとのことです。古い企

業の経営者ではなく最先端を行く企業の経営者が、「信用が第一」とは意外なのか当然な

のか。

皆様方の益々のご発展とご健勝を祈念し、ご挨拶といたします。


